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第１章 基本的事項 

 １ 計画の趣旨 

平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」の施策方針に基づ

き、医療及び健診データ等を分析し、酒販国保被保険者のニーズや特徴を踏ま

えた保健事業を実施し、被保険者の健康の保持・増進を図るため、保健事業実

施計画（データヘルス計画、以下「計画」）を策定する。 

 

 2 計画の位置づけ 

計画は、健康増進法に基づく「二十一世紀における第二次国民健康づくり運

動（健康日本 21（第二次）」を踏まえ、レセプトデータや特定健診データ情報

などを活用する為、「特定健康診査等実施計画」と一体的に策定するものとす

る。 

 

 3 計画期間                    

この計画の期間は、令和 6 年度～令和 11 年度の 6 年間とする。 

    

第２章 京都府酒販国民健康保険組合の現状 

 １ 保険者の特性 

酒販小売店（以下、酒販店）を取り巻く環境は、大手酒販量販店の進出等に

より極めて厳しくなっており、かつ、高齢化、後継者不足などから廃業が続い

ており、組合員、被保険者とも年々減少している。令和 5 年３月末には組合員

４８６人、被保険者９７５人となっており、１０年間で各々８％、２０％の減

少となっている。 

1,190 1,198 1,172 1,174 1,162 
1,114 

1,060 1,059 1,031 
975 

523 535 539 557 561 538 517 520 513 486 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

25年 ２6年 ２7年 ２8年 29年 30年 R1年 R２年 R３年 R４年

組合員、被保険者数の推移

被保険者 組合員

（人） 



- 2 - 

 

また、近年は、酒類を扱うコンビニエンスストア（以下、コンビニ）の割合

が増えており、組合員におけるコンビニの割合は４６％を占め、地区によるが、

酒販店とほぼ拮抗している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 被保険者の特性 

過去５年間の酒販国保の被保険者の状況をみると、５５歳～５９歳などで増

加がみられるなどするものの、他の階層では減少しており、特に６５歳～７４

歳の前期高齢者は、７０人の大幅な減少となっている。この結果、令和 5 年３

月末の構成割合は、前期高齢者が２０％となり、５年間で３．８％減少してい

る。          
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 ３ 前期計画に係る考察 

(1) 計画全体の評価 

① 計画全体の目的（目標） 

(ア)  特定健診未受診者に対する受診勧奨を強め、未受診者の割合を低下させ

ることにより、被保険者の健康状態を把握し、生活習慣の改善を図る。 

 

 

 

(イ) 医療機関での受診が必要な方の受診を促進し、早期治療と重症化予防を

図る。 

 

         

(ウ) 被保険者の飲酒と間食等の食生活習慣を改善し、生活習慣病を予防する。 

(エ)  人間ドック等の受診を促進し、悪性新生物等の早期発見・早期治療を図

り、重症化を予防する。 

 

 

 

 

 

特定健診受診率向上

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度

46.0% 52.0% 58.0% 64.0% 70.0%
目標受診率

特定健診長期未受診者（３年間以上未受診）の受診促進
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人間ドック等の受診促進
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３０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人

受診者の増加人数
（前年度からの増加）

要医療者への受診勧奨（高血圧症・糖尿病・脂質異常症）

　　治療が必要と思われる方全員に、電話、文書、訪問等による受診勧奨を行う。
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② 計画全体の指標と評価 

評価指標 策定時 実 績 

特定健診受診率 37．7％ 

（H29 年度） 

37．9％ 

（Ｒ4 年度） 

人間ドック等の受診者増加数（前

年度比増加数） 

1 人 

（H29 年度） 

－4 人 

（Ｒ4 年度） 

 

特定健診受診率の向上は、地道な啓発にもかかわらず、40％に届かない

状況が続いている。受診率向上策として、特定健診長期未受診者への働き掛

けや手厚い補助制度による人間ドック等受診者の増加を目指したが、被保険

者数が大幅に減少する中、受診者の固定化が進み、新たな受診者の増加には

つながらなかった。 

  

(2) 個別保健事業の評価 

① 特定健診・特定保健指導 

(ア) 目的、内容 

 特定健診未受診者に対する受診勧奨を強め、未受診者の割合を低下させ

るため、特定健診等の受診勧奨や特定保健指導利用勧奨を進める。 

 

(イ) アウトカム評価 

i. 特定健診受診状況 

特定健診の受診対象者（法定報告）は、平成 25 年度の 788 人から令

和 4 年度には 6１０人と、被保険者数の減少とともに年々減少している

が、特定健診の受診者は、25 年度の 242 人から、令和元年度には 2８

０人に増加し、コロナ禍時期の低迷を経て、令和 4 年度には 2３１人に

回復してきている。これにより特定健診受診率は 25 年度の 30.7％から

令和 4 年度には 37.9％へと向上したが、第 3 期特定健康診査等実施計

画における令和 4 年度の目標受診率 64%には遙かに及ばず、目標未達

成となっている。また、令和 4 年度の受診率は、府内国保平均の 34.7％

は上回ったものの、府内国保組合平均の 48.5％を大きく下回り、国保組

合の中では唯一 30％台と最下位の低さとなっている。 

酒販店は、高齢化が進み、既に医療機関に受診していることも多く、健

診を受けようとするモチベーションが低く、コンビニは、深夜勤務などの

不規則な勤務があるなど、健診を受ける暇がない傾向がある。 

人間ドック等の受診促進

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度

３０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人

受診者の増加人数
（前年度からの増加）
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（法定報告） 

  

対象者 

受 診 者  

実施率（％） 
 

個別健診 

集団健診 

（半日ドック等） 

 

計 

30年度 ７０２ ５３ ２１８ ２７１ ３８．６ 

元年度 ６９１ ５６ ２２４ ２８０ ４０．５ 

２年度 ６６８ ５６ １６２ ２１８ ３２．６ 

３年度 ６４３ ４２ １８２ ２２４ ３４．８ 

４年度 ６１０ ４５ １８６ ２３１ ３７．９ 

 

 

ii. 特定保健指導利用状況 

特定健診受診者のうち特定保健指導の対象者が占める割合は、平成２５

年度の１４．９％から令和 4 年度には１９．０％に増加している。この

うち動機付け支援は９．１％から１０．８％に、積極的支援は５．８％か

ら８．２％に増加しているおり、動機付け支援、積極的支援ともに、令和

4 年度では国保組合平均とほぼ同水準となっている。 

 

（人） （％） 
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積極的支援及び動機付け支援の対象者には、保健師等による保健指導を

実施するが、この保健指導対象者に対する利用者の占める割合は、２３年

度以降は年々増加し、令和 4 年度には積極的支援及び動機付け支援の利

用割合は、国保組合の中では上位となっている。 

また、保健指導利用者には、平成２６年度から保健指導専任の保健師を

雇用し、生活習慣改善指導を行っているが、積極的な利用勧奨を実施した

ことにより、保健指導終了者の割合は、積極的支援及び動機付け支援とも

に、令和 4 年度の終了率は国保組合最高となっている。 

 

 特定保健指導対象者 特定保健指導終了者  

終了率 

 

動機付け

支援 

積極的

支援 
計 

動機付け

支援 

積極的

支援 
計 

３０年度 １７ １８ ３５ １１ ６ １６ ４５．７ 

元年度 ２１ １５ ３６ １５ ７ ２２ ６１．１ 

２年度 １９ １５ ３４ ７ ５ １２ ３５．３ 

３年度 １６ １５ ３１ ８ ３ １１ ３５．５ 

４年度 １９ ２５ ４４ １１ ８ １９ ４３．２ 

         

（％） 

（人、％） 
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(ウ) アウトプット評価 

i. 特定健診 

イ) 健診受診（個別・集合検診） 

がんや生活習慣病等の早期発見・早期治療のため、府内の医療機関

（京都府国民健康保険組合協議会契約等病院・診療所）において、半日

人間ドック、ミニ人間ドック、脳ドック、肺ドックを実施した。 

     また、大阪府と京都府の国民健康保険組合協議会の共同事業として、

特定健診に各種がん検診等の生活習慣病健診を追加した生活習慣病共同

健診を実施するとともに、特定健診に乳がん、子宮がんなどの女性向け

がん検診等を組み合わせた巡回型健診を実施するなど、受診しやすい環

境づくりに努めた。 
 

 

 

半日 

人間 

ドック 

ミニ 

人間 

ドック 

生活習慣

病共同 

健診 

巡回型

健診等 

 

計 

 

脳 

ドック 

 

肺 

ドック 

 

 

合 計 

 

30年度 １７６ ３６ １６ ４ ２３２ ７５ ５３ ３６０ 

元年度 １７５ ４２ １２ ４ ２３３ ９０ ４８ ３７１ 

２年度 １２５ ３７ ５ ４ １７１ ５４ ４６ ２７１ 

３年度 １５８ ３２ １２ １ ２０３ ６４ ３８ ３０５ 

４年度 １６０ ３５ ８ ４ ２０７ ７４ ５１ ３３２ 

 

ロ) 受診勧奨 

「被保険者たより」（広報紙、年４回）等で、都度特定健診の重要性を

広報し、被保険者に働き掛けるとともに、特定健診未受診者に、アンケー

ト調査を実施し、回答に基づき、平成２６年度から雇用した保健指導専任

の保健師から直接連絡することにより、生活習慣改善指導を行い、積極的

な利用勧奨を実施した。 

 

ii. 特定保健指導 

イ) 特定保健指導実施 

特定健診受診結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目

し、リスクの高さや年齢、服薬状況に応じて、動機付け支援・積極的支援

の対象者に対し、特定保健指導を実施した。保健指導対象者の保健指導の

利用促進のため、保健師による電話利用勧奨を行い、コロナ禍以降は、感

（人） 
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染症予防策を講じながら自宅・店舗等への訪問指導を実施した。 

ロ) 糖尿病性腎症等の重症化予防対策 

京都府等が策定した京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラム（第２

版）に基づき、特定健診等の検査数値がプログラムの基準に該当し、糖尿

病性腎症のリスクがありながら、その後医療機関で受診していない方を、

京都府国保連合会が提供する KDB システムにより抽出し、保健師が電話

等により受診勧奨を行った。 

 

(エ) プロセス評価 

・ 保健指導専任の保健師から、特定健診等の結果に基づき、対象の被保険

者に直接働き掛けを行った。 

・ 毎年４月には、対象の被保険者に「受診券」と啓発文書を送付し、特定

健診、特定保健指導の重要性を周知することにより、特定健診の受診勧奨

と特定保健指導の利用勧奨を図った。 

・ 酒販国保組合の地域毎に置かれた地区事務所においても、ことある毎に

特定健診の受診勧奨等を行った。 

 

(オ) ストラクチャー評価 

i. 特定健診 

特定健診の受診を促進するため、身近な医療機関における特定健診のほ

か、ミニドック、生活習慣病共同健診、女性対象の巡回型健診などの受診

機会を設けた。（令和４年度） 

 

対 象 者   ４０歳～７４歳の被保険者 

健診等実施機関  集合契約を締結した府内の医療機関等 

特定健康診査  メタボリックシンドロームの発見を目的とした検査を実施 

 

 

 

基本検査   身体計測 BMI 血圧 肝機能検査 血中脂質検査 血糖検査 尿検査 

詳細検査 

 

 過去の健診結果や既往症等を踏まえ医師の判断で詳細検査を実施 

 （貧血・心電図・眼底・血清クレアチニン） 

特定保健指導 

 

 特定健診の受診結果から、生活習慣を改善する必要がある方を対象に特定

保健指導を実施し、改善状況を評価 

 

 

動機付け支援  メタボリックシンドロームの予備群の方が対象 

積極的支援  メタボリックシンドロームが疑われる方（該当者）が対象 

健診等の費用  受診奨励のため健診・保健指導とも本人負担は無料 

 

 

 

特定健康診査 

 

 基本健診分 9,050円 

 詳細健診分 貧血２３１円  心電図１,４３０円  眼底３,２７８円 血清クレアチニン６６円 

特定保健指導   動機付け支援 １２,６０３円  積極的支援 ３６,６６７円 
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ii. 特定保健指導 

３５歳以上の被保険者を対象に半日人間ドック、脳ドック、肺ドックを

実施し、半日人間ドック受診者は、特定健診を受診した扱いとした。 

（令和４年度） 

対 象 者  満３５歳以上の被保険者 

（年度内に満７５歳となる被保険者は誕生日の前日まで） 

ドック受診の

条件 

・年度内に各コース１回の受診（２コース以上受診する時は併用受診とする） 

・特定健診を受診した場合は半日ドックは受診できない。 

ドックの費用  半日ドック約５万円 脳ドック約３万円 肺ドック 約２万円 

自己負担 

 

・各コース５千円、半日ドックと併用受診した脳・肺ドックは３千円 

・節目の年の方の半日ドックは無料 

 

契 

約 

医 

療 

機 

関 

 

 

 

半日、脳

、肺 

 

 鞍馬口医療センター 堀川病院 京都予防医学センター 京都市立病院 

 京都工場保健会 御池クリニック 四条烏丸クリニック 京都第一赤十字病院 

 音羽病院健診センタ－ 武田病院  京都南病院   三菱京都病院  金井病院 

 宇治武田病院  田辺中央病院  京都岡本記念病院               （１６機関） 

 

半日と脳 

 

 京都第二赤十字病院  大和健診センター  シミズ四条大宮クリニック 

 ラクト健診センター  京都桂病院  洛西シミズ病院  蘇生会総合病院 

 大島病院   済生会京都府病院  京都きづ川病院             （１０機関） 

半日と肺  太子道診療所                                        （１機関） 

半日のみ 

 

 京都健康管理研究会中央診療所 工場保健会宇治健診センター        

京都山城総合医療センター                           （3機関） 

 

(カ) 成果と課題 

・ 特定健診受診率の向上を図るため、特定健診の周知広報に努めたほか、

人間ドック（半日）、ミニ人間ドック、各種集団検診（巡回型健診など）

において、全額や一部補助することにより、特定健診受診機会の拡大を

図ってきたが、受診者の固定化が進み、新たな受診者を大幅に増やすこ

とは出来なかった。 

・ 特定健診等で支援が必要とされた被保険者には、保健師が連絡、訪問

し直接指導を行うとともに、糖尿病のハイリスクな被保険者などにも同

様に直接指導を行った。 

・ 特定健診受診につなげるように、対象の被保険者にアンケート調査を

実施し、保健師が連絡、訪問し直接指導を行ってきたが、アンケートの

返答率が低く、特に受診につながるような被保険者からの返答は皆無で

あったため、令和 5 年度には、アンケート調査に代え、長期未受診の被

保険者に、はがきでのプッシュ型啓発を行うとともに、保健師からの指

導を行うこととした。 
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② 疾病予防（がん対策、健康づくり等） 

(ア) 目的、内容 

 疾病を予防するため特定健診以外でも、がん検診や歯科健診、様々な健

康づくり事業に取り組む。 

 

(イ) アウトカム評価 

i. がん郵送検診 

各種がん等の早期発見・早期治療のため、自宅で検査可能な郵送検診を

３５歳以上 （子宮頸がんは２０歳以上、前立腺がんは５０歳以上）の被

保険者を対象に実施した。 

令和４年度は、人間ドックなど他のがん検診との重複を認めず、特定健

診の付加健診としての位置付けを明確にしたため、申込者数の減少がみ

られた。 
 

 
申込者 利用者 

検 査 別 利 用 者 

子宮 肺 大腸 胃 肝炎 前立腺 歯周病 

30年度 ３８ ３２ ６ １９ ２９ ２１ １８ １０ １９ 

元年度 ３６ ２９ ７ ２０ ２６ ２４ ２１ １０ １９ 

２年度 ３１ ３０ １０ ２１ ２８ ２２ ２４ １０ １７ 

３年度 ２７ ２６ ７ １８ ２４ １８ １７ ７ １７ 

４年度 １１ １１ ２  ７ １０ ７ ５ ３ ４ 

 

ii. 歯科健診 

歯と口腔の疾病予防のため、京都府国民健康保険組合協議会の共同事

業として歯科健診を実施した。令和４年度 ４名 

 

iii. 健康づくり事業（啓発、動機付け、体力作り等） 

 

イ) インフルエンザ・肺炎予防対策事業 

インフルエンザの罹患を予防し、病気の重症化を防ぐため、インフル

エンザ予防接種費用に対する助成を実施した。 

 

 

 

（人） 
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 支給申請者 助成金 

支給対象者 

助成金支給額 一人当たり支給額 

 
３０年度 

 
９１人 

 
１９０人 

 
３７１，０００円 

 
１，９５３円 

 
元 年 度 

 
８７人 

 
１８４人 

 
３５９，０００円 

 
１，９５１円 

 
２ 年 度 

 
１００人 

 
２０７人 

 
４０５，０００円 

 
１，９５７円 

 
３ 年 度 

 
９１人 

 
１６０人 

 
３１５，５００円 

 
１，９７２円 

 
４ 年 度 

 

 
９１人 

 

 
１５９人 

 

 
２８８，５００円 

 

 
１，８１４円 

 

 

肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し重症化を防ぐため、肺炎球

菌ワクチン接種費用に対する助成を実施した。 

 

 

 

支給申請者 助成金支給

対象者 

助成金支給額 一人当たり支給額 

 
３０年度 

 
１１人 

 
１４人 

 
４０，０００円 

 
２，８５７円 

 
元 年 度 

 
２人 

 
２人 

 
 ６，０００円 

 
３，０００円 

 
２ 年 度 

 
 ９人 

 
１０人 

 
２８，０００円 

 
２，８００円 

 
３ 年 度 

 
１０人 

 
１０人 

 
２９，０００円 

 
２，９００円 

 
４ 年 度 

 

 
 ２人 

 

 
２人 

 

 
 ５，０００円 

 

 
２，５００円 

 

 

ロ) 保健指導冊子等の配布 

子育てを支援するため、被保険者の出産者に対して月刊誌「赤ちゃ

んと！」シリーズを１年間、また１歳児の世帯には、季刊誌「１．

２．３歳」をそれぞれ配布した。 

また、食生活改善や運動習慣についての記事を掲載した「健康カレン

ダー」や疾病予防のためのパンフレット等を各世帯に配布した。 

 

ハ) 保養所の利活用  

和歌山県太地町に所有する保養所の利活用により、被保険者の健康づ

くりと体力増進を支援した。 

 

ニ) 健康増進施設の利用促進 

被保険者の健康増進の取組を支援するため、京都市健康増進センター

の割引利用券を発行し、延４名の被保険者に利用券を交付した。 

（令和４年度）  
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ホ) 被保険者の自主的取組を促進するインセンティブ事業の実施 

特定健診の受診促進のため、令和４年度中に特定健診を受診した被保

険者に歯磨きセットを贈呈した。（令和４年度） 

また、被保険者の健康意識の醸成と健康づくり・疾病予防に係る自主

的取組の促進を図るため、令和４年度中に医療機関等を受診・受療し

ていない世帯（世帯のうち特定健診対象者は、前年度に特定健診を受

診し要医療と判定されていない方）１５世帯に記念品を贈呈した。 

（令和４年度） 

 

(ウ) アウトプット評価 

i. がん郵送検診 

  各種がん等の早期発見・早期治療のため、自宅で検査可能な郵送検診を

３５歳以上（子宮頸がんは２０歳以上、前立腺がんは５０歳以上）の被

保険者を対象に、特定健診及び生活習慣病共同健診に付加し、自宅で検

査可能な郵送検診を実施した。 

対象者 
 

 満３５歳以上の被保険者及び後期高齢組合員 
 （ただし、子宮頸がん検診は満２０歳以上の被保険者） 

 
検査項目 
 

 大腸がん検診  前立腺がん検診  胃がん検診  肺がん検診 

 子宮頸がん検診  肝炎ｳｲﾙｽ検査   

検診費用 
自己負担は 

無料 

 大腸がん約2,600円 胃がん約7,000円  肺がん約3,500円  
 子宮頸がん細胞診約2,900円・細胞診＋ＨＰＶ約8,500円 
 前立腺がん約3,400円 肝炎ｳｲﾙｽ約2,300円 ※令和５年度 

 
検査方法 
 

 ① 検診機関から検査器具・問診票等を送付 
 ② 本人が検体を採取し、検診機関に郵送 

健診機関から検査結果を郵送 

 

ii. 歯科健診 

 京都府国民健康保険組合協議会の共同事業として実施した。 

対象者  満４０歳以上の被保険者（後期高齢組合員を除く） 

実施機関  京都府歯科医師会会員医療機関 

 

健康診断の費用 

 

 ４，４００円 うち本人負担 ５００円 ※令和５年度 

 ※ 一旦本人が医療機関に４，４００円を支払い、後日組合から本人に３，９００円を支払う。年１回助成   

 

iii. 健康づくり事業（啓発、動機付け、体力作り等） 

イ) インフルエンザ・肺炎予防対策事業の実施 

感染症の予防のため、インフルエンザ予防接種費用助成及び肺炎球菌

ワクチン接種費用助成を実施する。また、感染症予防対策用品等を各世

帯に配布した。 
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インフルエンザ予防接種 

費用助成 

・ 対象者 酒販国保の被保険者（後期高齢組合員含む） 

・ 被保険者１名につき２，０００円を上限に１回助成 

肺炎球菌ワクチン接種 

費用助成 

・ 対象者 満６５歳以上の被保険者（後期高齢組合員含む）

及び呼吸器等に疾患のある被保険者 

・ 被保険者１名につき３，０００円を上限に１回助成 

 

ロ) 保健指導冊子の配布 

乳幼児の疾病予防に役立てるため、出産した被保険者に対して月刊誌

「赤ちゃんとママ」を１年間、更に１歳児の間に季刊誌「１歳・２歳・

３歳」を配布した。 

ハ) 被保険者の健康増進対策 

太地保養所の利活用を促進するとともに、トレーニング施設の割引利

用券を発行し、被保険者の健康増進の取組みを支援した。 

また、保健師による健康相談・指導を実施するとともに、専門機関

が開設するこころの健康相談、ストレスドックの利用機会を確保し

た。 

ニ) 被保険者の自主的取組を促進するインセンティブの付与 

前年度に医療機関無受診の世帯（世帯のうち特定検診対象者は、前年

度に特定検診を受診し要医療と判定されていない方）に記念品を贈呈

し、健康意識の醸成と健康づくり・疾病予防の取組みを促進した。 

 

(エ) プロセス評価 

・ 秋を中心に、特定健診でカバーしていないがん検診や歯科健診、様々

な健康づくり事業に取り組んだ。 

 

(オ) ストラクチャー評価 

i. がん郵送検診 

毎年９月に、「被保険者たより」により、対象者に向け、がんの早期発

見と早期治療の重要性と併せ、がん郵送検診について周知広報に努めた。 

令和 5 年度には、健診や診療について受診率の極端に低い、40 歳代

から 50 歳代の年齢層に、早期発見と早期治療の効果の大きい大腸がん

検診のキットを送り、啓発と機会の提供を行った。 

ii. 歯科検診 

京都府国民健康保険組合協議会の共同事業として実施した。 

iii. 健康づくり事業（啓発、動機付け、体力作り事業等） 
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・ インフルエンザ予防接種費用助成、肺炎球菌ワクチン接種費用助成の

実施に当たり、「被保険者たより」により、対象者に向け、ワクチン接

種の重要性について周知広報に努めた。 

・ 乳幼児の疾病予防に役立てるため、出産した被保険者に育児雑誌を配

布した。 

・ 組合所有の太地保養所やトレーニング施設の割引利用券の発行を通

じ、被保険者の健康増進の取組みを支援した。 

・ 前年度に医療機関無受診の世帯に記念品を贈呈し、健康意識の醸成と

健康づくり・疾病予防の取組みを促進した。 

 

(カ) 成果と課題 

・ 特定健診以外でも、特定健診を補完するように、がん郵送健診、個別

歯科健診などで、健診機会の拡大を図ったが、思ったような効果は得

られなかった。 

・ がん郵送健診は、コンビニオーナー、従業員の加入の増加に対応して、

不規則な勤務態勢でも受診できるがん検診として、身近で受診できる

特定健診を補完するものとして、次第に重要性を増しており、「被保険

者たより」でも重点的に広報するなどしてきているが、人間ドックと

の重複受診者を除くと、無料であるにも関わらず、利用者は低迷して

いる。しかし、令和 4 年度のがん検診では陽性者が 2 名あり、早期発

見ための大切な取組であると考える。 

・ そこで、令和 5 年度には、健診や医療機関の受診率の極端に低い、

40 歳代から 50 歳代の年齢層に、早期発見、早期治療の効果の大きい

大腸がん検診のキットを送り、広報紙での啓発も含め、意識の向上と

機会の提供を行った。 

・ 歯科健診も周知不足からか、利用者は低迷している。 

・ インフルエンザ予防接種費用助成では、対象者の５０％以上が、肺炎

球菌ワクチン接種費用助成では、対象者のほぼ全員が申請し、予防効

果は十分に発揮されている。 

・ 補助疾病予防薬の配布、健康づくりに役立つ冊子の配布などを実施し

たが、経費に見合う効果があるのか、検証の途上となっている。 

・ 健康づくりのための事業として、保養所、温泉施設、フィットネス施

設などについての利用補助を続けてきたが、施設の老朽化や閉館など

から継続が難しくなっている。 

・ 被保険者に自主的な取り組みの機会づくりとして、医療機関無受診者

に記念品を贈ってきたが、その妥当性と費用対効果の面から、休止して

いる。 
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③ 後発医薬品対策等 

(ア) 目的、内容 

 後発医薬品の普及啓発等をすることにより、医療の質を高めとともに、

医療費の削減を目指す。 

(イ) アウトカム評価 

i. 後発医薬品普及啓発 

ジェネリック医薬品の活用を促進し医療費節減を図るため、希望シー

ル付きチラシを各世帯に配布するとともに、切り替えた場合の自己負担

軽減額などを記載した個別通知を隔月で該当世帯に通知した。 

ジェネリック医薬品への切替による医療費効果額は年間９，３１８万

円（令和４年度）となっており、使用率（医科外、数量）は６６．９％

（令和４年度）となっている。 

 

 

 

ii. レセプト点検 

職員による点検とともに、外部の専門業者に委託して診療内容等の点

検を実施し、医療費の適正化を図った。 

また、柔道整復・はり・灸等の療養費の適正化を図るため、外部の専門

業者に委託し支給申請書の内容点検等を実施するとともに、接骨院等へ

の受診者に対する受診内容調査を京都府国民健康保険組合協議会の共

同事業として実施した。  

iii. 医療費通知 

被保険者の健康に対する認識を深め、健康管理を充実するため、受診

した医療費の状況を隔月で各世帯に通知し、併せて高額療養費の支給見

込も知らせた。約２，３００件（令和４年度） 

４年度 ３年度 ２年度

使用率（医科外、数量） 66.9% 68.3% 67.8%

医療費効果額 9,317,520 10,481,350 10,130,150

（円） 
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後発医薬品使用率、効果額

使用率（医科外、数量） 医療費効果額
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(ウ) アウトプット評価 

i. 後発医薬品普及啓発 

切り替えた場合の自己負担軽減額などを記載した個別通知を隔月で該

当世帯に通知した。                  （単位：通） 

 

 

 

 

 

ii. レセプト点検 

隔月に、職員による点検とともに、外部の専門業者に委託して診療内

容等の点検を実施し、医療費の適正化を図った。      （単位：枚） 

 

 

 

 

 

 

 

iii. 医療費通知 

受診した医療費の状況を隔月で各世帯に通知した。   （単位：通） 

 

 

 

 

 

 

(エ) プロセス評価 

i. 後発医薬品普及啓発 

希望シール付きチラシを各世帯に配布するとともに、切り替えた場合

の自己負担軽減額などを記載した個別通知を隔月で該当世帯に通知し

た。 

ii. レセプト点検 

職員による点検とともに、外部の専門業者に委託して診療内容等の点

検を実施するとともに、柔道整復・はり・灸等の療養費について、外部

の専門業者に委託等した。  

1.2月診 3.4月診 5.6月診 7.8月診 9.10月診 11.12月診 計

４年度 400 388 397 340 391 383 2,299

３年度 399 402 410 401 389 395 2,396

２年度 407 397 394 390 408 396 2,392

計 

計 4月 6月 8月 11月 1月 2月

４年度 2,189 2,036 2,105 2,111 2,055 2,133 12,629

３年度 2,060 1,997 2,179 2,095 2,186 2,118 12,635

5月 6月 11月 12月 2月

２年度 2,322 2,242 4,018 1,977 2,155 12,714

５月 ７月 ９月 11月 1月 ３月

４年度 123 122 145 132 127 128 777

３年度 127 129 140 129 120 120 765

２年度 152 127 166 136 140 134 855
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iii. 医療費通知 

受診した医療費の状況を隔月で各世帯に通知するとともに、高額療養

費の支給見込も知らせた。  

(オ) ストラクチャー評価 

i. 後発医薬品普及啓発 

切り替えた場合の自己負担軽減額などを記載した個別通知を隔月で該

当世帯に通知した。 

ii. レセプト点検 

隔月に、職員による点検とともに、外部の専門業者に委託して診療内

容等の点検を実施し、医療費の適正化を図った。 

iii. 医療費通知 

受診した医療費の状況を隔月で各世帯に通知した。 
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第３章 健康・医療情報の分析 

１ 健康情報の分析 

(１) 検査項目の有所見（保健指導判定値以上）者割合 

男性では、BMI と腹囲と LDL が高い傾向である。また、中性脂肪は令和

4 年度のみ京都府平均を上回っているが、経年で比較すると増加傾向である。 

また、空腹時血糖と HbA1c と拡張期血圧も高い傾向である。収縮期血圧

と eGFR については、現時点では府平均を大きく上回っていないが、経年

で比較すると増加傾向である。 

 

男性 摂取エネルギーの過剰・内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因 

項目 
BMI 

（25 以上） 

腹囲 

（85 以上） 

中性脂肪 

(150 以上) 

ALT 

（31 以上） 

HDL 

（40 未満） 

LDL 

(120 以上) 

H30 年度 31.6  6 位 55.9  2 位 17.6  11 位 22.1  10 位 4.4  8 位 53.7  6 位 

R1 年度 34.0  7 位 57.4  2 位 25.5  6 位 17.0  11 位 5.0  7 位 50.4  7 位 

R2 年度 42.7  2 位 57.3  2 位 24.5  8 位 22.7  11 位 5.5  5 位 53.6  8 位 

R3 年度 40.2  4 位 54.5  5 位 24.1  10 位 18.8  10 位 11.6  1 位 50.0  10 位 

R4 年度 41.0  2 位 60.7  2 位 29.9  1 位 23.1  8 位 7.7  2 位 46.2  8 位 

R4 年度 

京都府平均 
31.5    54.8    27.8    21.1    7.9    43.5    

単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

資料：KDB システム「厚労省様式 5-2 健診有所見者状況（男女別・年代別）」 
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(120以上)

特定健診有所見者（男性）の割合（令和4年度）

摂取エネルギーの過剰・内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因

R4年度酒販 R4年度京都府平均
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男性 
血管を傷つける・臓器障害 

項目 
空腹時血糖 

(100 以上) 

HbA1c 

(5.6 以上) 

尿酸 

(7.0 超過) 

収縮期血圧 

(130 以上) 

拡張期血圧 

(85 以上) 

eGFR 

（60 未満） 

H30 年度 39.0  4 位 61.0  1 位 5.1  6 位 44.9  3 位 33.1  2 位 3.7  9 位 

R1 年度 38.3  4 位 63.1  1 位 2.8  5 位 46.1  3 位 32.6  3 位 6.4  7 位 

R2 年度 34.5  6 位 58.2  3 位 1.8  7 位 50.0  3 位 37.3  4 位 10.9  3 位 

R3 年度 48.2  2 位 63.4  1 位 7.1  4 位 54.5  1 位 35.7  3 位 11.6  2 位 

R4 年度 53.8  1 位 64.1  1 位 4.3  6 位 53.8  1 位 37.6  4 位 15.4  3 位 

R4 年度 

京都府平均 
31.6    57.9    14.1    49.3    28.2    22.2    

 

 

単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

 

資料：KDB システム「厚労省様式 5-2 健診有所見者状況（男女別・年代別）」 
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女性では、肝機能（ALT）が高い傾向である。また、腹囲と中性脂肪につ

いて、現時点では、府平均を大きく上回っていないが、経年で比較すると増

加傾向である。 

また、空腹時血糖と HbA1c も高い傾向である。尿酸と収縮期血圧につい

て、現時点では府平均を上回っていないが、経年で比較すると増加傾向であ

る。 

 

女性 摂取エネルギーの過剰・内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因 

項目 
BMI 

（25 以上） 

腹囲 

（90 以上） 

中性脂肪 

(150 以上) 

ALT 

（31 以上） 

HDL 

（40 未満） 

LDL 

(120 以上) 

H30 年度 13.2  8 位 15.4  3 位 7.4  9 位 9.6  3 位 0.0  9 位 56.6  4 位 

R1 年度 11.5  10 位 14.4  4 位 9.4  8 位 9.4  4 位 0.0  10 位 59.0  3 位 

R2 年度 16.7  6 位 15.7  3 位 12.0  6 位 8.3  8 位 0.0  10 位 53.7  7 位 

R3 年度 17.0  5 位 16.1  4 位 12.5  5 位 12.5  1 位 0.9  6 位 50.0  9 位 

R4 年度 17.5  4 位 17.5  2 位 14.0  2 位 12.3  1 位 0.0  10 位 52.6  3 位 

R4 年度 

京都府平均 
17.8    17.2    15.4    8.2    1.3    50.5    

単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

 

資料：KDB システム「厚労省様式 5-2 健診有所見者状況（男女別・年代別）」 
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単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

 

資料：KDB システム「厚労省様式 5-2 健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

 

(２) メタボ該当者の割合 

内臓脂肪症候群該当者割合を府内組合と比較すると、令和 2 年度を除く年度

で府内組合より高くなっている。また、女性よりも男性において該当者割合は

高いが、男女ともに経年で比較すると増加傾向である。 

内臓脂肪症候群予備群については、内臓脂肪症候群該当者と同様に、女性よ

りも男性の割合が高い結果となっている。 
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60.0%

70.0%

空腹時血糖

(100以上)

HbA1c

(5.6以上)

尿酸

(7.0超過)

収縮期血圧

(130以上)

拡張期血圧

(85以上)

eGFR

（60未満）

特定健診有所見者（女性）の割合（令和4年度）

血管を傷つける・臓器障害

R4年度酒販 R4年度京都府平均

女性 血管を傷つける・臓器障害 

項目 
空腹時血糖 

(100 以上) 

HbA1c 

(5.6 以上) 

尿酸 

(7.0 超過) 

収縮期血圧 

(130 以上) 

拡張期血圧 

(85 以上) 

eGFR 

（60 未満） 

H30 年度 21.3  3 位 62.5  1 位 0.7  5 位 32.4  3 位 16.9  2 位 2.2  10 位 

R1 年度 33.1  1 位 64.7  1 位 0.7  3 位 40.3  1 位 15.8  3 位 4.3  9 位 

R2 年度 27.8  1 位 50.9  3 位 0.9  3 位 36.1  3 位 11.1  10 位 4.6  10 位 

R3 年度 31.3  1 位 58.0  1 位 1.8  2 位 41.1  2 位 14.3  10 位 6.3  6 位 

R4 年度 29.8  1 位 58.8  2 位 1.8  1 位 41.2  1 位 17.5  3 位 5.3  7 位 

R4 年度 

京都府平均 
19.4    55.3    1.8    44.4    17.0    20.5    
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資料：法定報告 

 

 

 

 

資料：法定報告 

 

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男性 25.0 27.7 22.7 26.8 32.5

女性 9.6 6.5 9.3 11.6 12.3

総計 17.3 17.1 16.1 19.2 22.5

府内組合 16.2 16.7 18.0 17.7 17.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

（%） 内臓脂肪症候群該当者割合

男性 女性 総計 府内組合

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男性 20.6 19.9 25.5 21.4 24.8

女性 4.4 6.5 4.6 2.7 4.4

総計 12.5 13.2 15.1 12.1 14.7

府内組合 12.5 12.6 12.8 13.2 13.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

（%）
内臓脂肪症候群予備群該当者割合

男性 女性 総計 府内組合

（％） 

（％） 
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資料：法定報告 

 

 

資料：法定報告 

 

 

 

 

 

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男性 19.4 16.7 18.9 19.0 11.1

女性 9.1 44.4 22.2 14.3 23.1

総計 17.0 23.1 19.6 17.9 15.0

府内組合 23.0 22.2 18.0 21.9 22.6

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

（%）
前年度からの内臓脂肪症候群該当者の減少率

男性 女性 総計 府内組合

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

男性 19.2 11.5 3.8 24.0 0.0

女性 20.0 16.7 0.0 0.0 0.0

総計 19.4 12.5 2.9 20.7 0.0

府内組合 20.1 18.7 16.1 18.8 19.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

（%）
前年度の内臓脂肪症候群該当者予備群のうち

今年度は予備群でなくなった者の割合

男性 女性 総計 府内組合

（％） 

（％） 
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(３) 質問票結果からみる生活習慣 

男性では、1 回 30 分以上の運動習慣がない者の割合が多くなっている。ま 

た、就寝前夕食や間食(毎日)や朝食を欠食する者の割合が多くなっている。喫 

煙の習慣も比較的高く、飲酒頻度(毎日)や飲酒量が多い者の割合も高い。 

睡眠不足を認識している者の割合も高くなっている。 

 

 

男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 喫煙 
20 歳時体重から

10kg 以上増加 

1 回 30 分以上

の運動習慣なし 

1 日 1 時間以上

運動なし 
歩行速度遅い 

咀嚼 

（かみにくい） 

H30 年度 25.0  7 位 41.9  8 位 60.3  11 位 43.4  10 位 37.8  10 位 17.6  3 位 

R1 年度 20.6  8 位 39.7  8 位 59.6  10 位 45.4  10 位 35.7  10 位 18.4  3 位 

R2 年度 21.8  7 位 47.3  4 位 65.1  4 位 47.3  9 位 43.6  4 位 20.0  3 位 

R3 年度 24.1  6 位 42.9  7 位 67.6  6 位 41.1  11 位 42.9  7 位 18.9  2 位 

R4 年度 23.9  6 位 49.6  4 位 68.4  3 位 46.2  10 位 44.0  5 位 20.5  2 位 

R4 年度 

京都府平均 
23.6    45.0    56.7    50.8    48.1    21.1    

項目 

咀嚼 

（ほとんどか

めない） 

週 3 回以上

就寝前夕食 

朝昼夕 3 食以

外の間食や 

甘い飲み物 

（毎日） 

朝昼夕 3 食以

外の間食や 

甘い飲み物 

（時々） 

週 3 回以上

朝食を抜く 

飲酒頻度 

（毎日） 

H30 年度 0.7  5 位 41.5  3 位 21.5  1 位 45.9  11 位 20.6  5 位 45.6  4 位 

R1 年度 0.7  5 位 36.9  6 位 19.4  2 位 46.0  11 位 22.0  5 位 48.2  4 位 

R2 年度 0.9  6 位 39.1  4 位 25.5  1 位 39.1  11 位 28.2  4 位 52.7  2 位 

R3 年度 0.9  6 位 38.4  4 位 15.2  10 位 52.7  6 位 27.7  4 位 48.2  3 位 

R4 年度 0.9  3 位 44.0  3 位 25.6  2 位 47.0  10 位 28.2  4 位 46.2  4 位 

R4 年度 

京都府平均 
1.2    22.9    16.3    54.6    13.9    43.1    
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単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

 

                  資料：KDB システム「質問票調査の状況」 

 

 

項目 
1 日飲酒量 

（1 合未満） 

1 日飲酒量 

（1～2 合） 

1 日飲酒量 

（2～3 合） 

1 日飲酒量 

（3 合以上） 
睡眠不足 

H30 年度 30.6  10 位 38.7  2 位 22.5  2 位 8.1  2 位 35.6  4 位 

R1 年度 26.9  10 位 31.1  8 位 29.4  2 位 12.6  2 位 31.2  5 位 

R2 年度 23.6  9 位 44.9  1 位 23.6  3 位 7.9  4 位 31.2  5 位 

R3 年度 27.5  10 位 42.9  1 位 20.9  4 位 8.8  3 位 30.6  5 位 

R4 年度 29.7  9 位 46.2  1 位 14.3  8 位 9.9  3 位 37.1  4 位 

R4 年度 

京都府平均 
48.9    31.4    14.7    5.0    24.5    
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女性では、1 回 30 分以上の運動習慣がない者の割合が多くなっている。ま 

た、就寝前夕食や間食(毎日)や朝食を欠食する者の割合が多くなっている。喫煙 

習慣の割合は少ないが、飲酒頻度(毎日)や飲酒量が多い者の割合も高い。 

睡眠不足を認識している者の割合も高くなっている。 

 

女性            

 

項目 喫煙 
20 歳時体重から

10kg 以上増加 

1 回 30 分以上

の運動習慣なし 

1 日 1 時間以上

運動なし 
歩行速度遅い 

咀嚼 

（かみにくい） 

H30 年度 4.4  11 位 23.5  6 位 66.4  11 位 37.3  11 位 44.8  10 位 14.7  4 位 

R1 年度 3.6  10 位 25.2  8 位 68.1  10 位 42.8  11 位 44.5  10 位 16.5  1 位 

R2 年度 4.6  10 位 25.0  7 位 68.5  9 位 42.1  11 位 47.2  8 位 11.1  9 位 

R3 年度 5.4  9 位 24.1  8 位 72.3  8 位 56.3  8 位 53.2  3 位 12.5  8 位 

R4 年度 8.8  6 位 28.1  6 位 72.8  7 位 49.6  8 位 50.4  6 位 12.4  4 位 

R4 年度 

京都府平均 
6.3    25.1    60.2    49.9    50.5    17.7    

 

 

 

項目 

咀嚼 

（ほとんどか

めない） 

週 3 回以上

就寝前夕食 

朝昼夕 3 食

以外の間食や 

甘い飲み物 

（毎日） 

朝昼夕 3 食

以外の間食や 

甘い飲み物 

（時々） 

週 3 回以上

朝食を抜く 

飲酒頻度 

（毎日） 

H30 年度 0.7  3 位 23.1  4 位 38.1  4 位 47.8  9 位 14.7  5 位 23.5  3 位 

R1 年度 0.0  10 位 18.8  7 位 29.7  9 位 55.8  1 位 11.6  7 位 20.9  4 位 

R2 年度 0.0  9 位 15.9  7 位 37.7  2 位 49.1  11 位 7.5  10 位 18.5  7 位 

R3 年度 0.0  7 位 13.4  8 位 31.5  8 位 55.0  3 位 8.9  11 位 20.5  4 位 

R4 年度 0.0  8 位 24.8  4 位 35.7  4 位 47.3  10 位 14.9  6 位 17.5  6 位 

R4 年度 

京都府平均 
0.4    10.9    30.8    55.0    8.3    14.2    
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項目 
1 日飲酒量 

（1 合未満） 

1 日飲酒量 

（1～2 合） 

1 日飲酒量 

（2～3 合） 

1 日飲酒量 

（3 合以上） 
睡眠不足 

H30 年度 64.6  9 位 23.2  3 位 9.8  3 位 2.4  3 位 30.1  10 位 

R1 年度 60.7  9 位 35.7  1 位 2.4  11 位 1.2  9 位 32.4  9 位 

R2 年度 71.6  7 位 23.9  4 位 4.5  9 位 0.0  11 位 27.1  10 位 

R3 年度 64.6  9 位 32.3  2 位 3.1  11 位 0.0  11 位 29.1  9 位 

R4 年度 68.6  7 位 22.9  5 位 7.1  4 位 1.4  5 位 32.5  9 位 

R4 年度 

京都府平均 
81.5    13.9    3.5    1.1    27.3    

 

単位：％ 京都府平均（市町村国保含む）より高い値を黄色網掛け 

順位は府内組合の降順順位 

 

 
 

資料：KDB システム「質問票調査の状況」 
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２ 医療費の状況 

(1) 総医療費（医科） 

年間総医療費は、平成 30 年度と比較すると、被保険者数の減少と新型コ

ロナ感染症の影響により減少傾向にあり、令和 4 年度では 18.0%減少して

いる。 

入外別で見ると、入院の医療費においては平成 30 年度は 1 億円を超えて

いたが、令和 4 年度では約 7 千万円と大幅に減少している。外来において

も入院程ではないが、令和 4 年度では医療費が約 1 千万円減少している。 

 

     

  平成 30 年度 令和 1 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

医科（入院） 115,358,020 106,723,570 99,922,420 110,434,940 73,514,420 

医科（外来） 172,283,380 153,607,170 151,632,430 158,796,570 162,420,010 

医科総計 287,641,400 260,330,740 251,554,850 269,231,510 235,934,430 

増加率 

（平成 30 年度比） 
- -9.5% -12.5% -6.4% -18.0% 

 

資料：KDBシステム「同規模保険者比較」 

 

 

 

 

115,358,020 106,723,570 99,922,420 110,434,940 
73,514,420 

172,283,380 
153,607,170 

151,632,430 
158,796,570 

162,420,010 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（円） 医科医療費の経年推移

医科（入院） 医科（外来）

（円） 



- 29 - 

 

(2) 一人当たり医療費 

令和 4 年度の１人当たり年間医療費（医科）は 214,596 円となってお

り、平成 30 年度から減少傾向である。 

なお、京都府、国よりも低いが、同規模組合に比べると 40,000 円以上高

い水準となっている。 

 

 
」 

資料：KDB システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」 

※1 人当たり医療費に 12 を乗じて算出 

 

 

(3) 医療費の高い疾患 

過去５年における医療費上位 10 疾病（細小分類）を見ると、糖尿病が全

ての年度で上位 3 位となっており、全体医療費の 5％近くを占めている。 

高血圧症も 4%近くを占めており、例年横ばいで推移している。脂質異常

症については、令和 3 年度までは例年 2%近くでランクインしていたが、

令和 4 年度ではランク外となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

酒販国保 235,500 224,940 221,532 239,172 214,596

京都府 309,492 320,076 309,636 328,464 336,516

同規模 166,320 166,908 155,712 166,596 173,772

国 305,244 314,700 307,548 324,468 330,840
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資料：KDB システム「医療費分析（ 大・中・細小分類）」 

※全体の医療費（入院＋外来）を 100％として計算 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 

順位 傷病名 数値 

1 不整脈 5.6 

2 糖尿病 5.0 

3 関節疾患 4.6 

4 大腸がん 4.0 

5 高血圧症 3.9 

6 乳がん 3.9 

7 脂質異常症 2.7 

8 気管支喘息 2.6 

9 統合失調症 2.3 

10 骨折 2.0 

令和 1 年度 

順位 傷病名 数値 

1 不整脈 6.2 

2 関節疾患 5.7 

3 糖尿病 5.0 

4 高血圧症 4.1 

5 気管支喘息 3.6 

6 骨折 3.4 

7 脂質異常症 2.9 

8 白血病 1.8 

9 乳がん 1.7 

10 
慢性腎臓病 

（透析あり） 
1.6 

令和 2 年度 

順位 傷病名 数値 

1 関節疾患 5.9 

2 糖尿病 4.7 

3 高血圧症 4.3 

4 骨折 4.2 

5 気管支喘息 4.0 

6 食道がん 3.0 

7 
慢性腎臓病 

（透析あり） 
2.8 

8 脂質異常症 2.5 

9 脳梗塞 2.3 

10 乳がん 2.2 

令和 3 年度 

順位 傷病名 数値 

1 乳がん 5.6 

2 糖尿病 5.6 

3 関節疾患 4.9 

4 不整脈 3.9 

5 気管支喘息 3.8 

6 高血圧症 3.8 

7 大動脈瘤 3.2 

8 大腸がん 2.2 

9 膵臓がん 2.0 

10 脂質異常症 1.9 

令和 4 年度 

順位 傷病名 数値 

1 糖尿病 6.3 

2 乳がん 6.1 

3 気管支喘息 4.4 

4 高血圧症 4.1 

5 不整脈 3.7 

6 大動脈瘤 3.5 

7 食道がん 3.0 

8 胃がん 2.9 

9 関節疾患 2.5 

10 大腸がん 2.3 
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(4) 生活習慣病に関する医療費 

入院での生活習慣病における疾病別１人当たり年間医療費は、脳梗塞が令

和 2 年度で高くなっているが、以降は減少している。脳出血、狭心症、心筋

梗塞は、令和 4 年度では全て 0 円となっている。 

外来では、脂質異常症は減少傾向にあり、高血圧症は横ばいであるのに対

し、糖尿病は増加傾向にある。 

 
資料：KDBシステム「疾病別医療費分析（生活習慣病）」 

※各年度の３月末日時点の被保険者数より算出 
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(5) 年齢階層別で見た医療費 

被保険者数の全体に対する5歳刻みの割合をみると、50歳～74歳で52．

5％、65 歳～74 歳で 20．8％となっているが、全医療費に占める割合で

みると、50 歳～74 歳で 78．4％、65 歳～74 歳で 51．1％となってい

る。1 人当たり医療費は、50 歳代から大幅に増え始め、65 歳以降は急増

している。1 人当たり受診率も、50 歳代から大幅に増えている。 

 

  
医療費（万円） 

年齢階層 ０～４ ５～９ 10～14　 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

医療費 8,520,270 2,306,060 2,404,070 7,156,870 6,065,460 1,922,450 3,746,700 5,975,190 3,632,340 3,252,980 16,387,150 20,608,020 19,783,300 48,364,090 58,030,660

医療費/人 340,811 85,410 60,102 132,535 112,323 48,061 91,383 86,597 64,863 44,561 154,596 168,918 217,399 498,599 513,546

受診率/人 1088.00 740.74 647.50 559.26 616.67 352.50 526.83 521.74 558.93 398.63 758.49 854.92 1196.70 1559.79 1709.73

被保険者数 25 27 40 54 54 40 41 69 56 73 106 122 91 97 113
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万円

医療費 医療費/人 受診率/人 被保険者数

年齢階層別医療費分析（Ｒ４）
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第４章 健康課題の明確化 

１ 健康情報から見る課題 

男性では、BMI、腹囲、LDL、空腹時血糖、HbＡ１c などで保健指導判定値

以上の者が、他の国保組合に比べ多く、内臓脂肪症候群該当者割合や内臓脂肪

症候群予備群の割合も他の国保組合に比べ高い。 

男性の生活習慣では、1 回 30 分以上の運動習慣がない者の割合が多くなっ

ている。また、就寝前夕食や間食(毎日)や朝食を欠食する者の割合が多くなっ

ている。喫煙の習慣も比較的高く、飲酒頻度(毎日)や飲酒量が多い者の割合も

高い。睡眠不足を認識している者の割合も高くなっている。 

女性では、ALT、空腹時血糖、HbＡ１c などで保健指導判定値以上の者が、

他の国保組合に比べ多く、内臓脂肪症候群該当者割合や内臓脂肪症候群予備群

の割合も他の国保組合に比べ高い。 

女性の生活習慣では、1 回 30 分以上の運動習慣がない者の割合が多くなっ

ている。また、就寝前夕食や間食(毎日)や朝食を欠食する者の割合が多くなっ

ている。喫煙習慣の割合は少ないが、飲酒頻度(毎日)や飲酒量が多い者の割合

も高い。睡眠不足を認識している者の割合も高くなっている。 

 

２ 医療費から見る課題 

過去５年における疾病別医療費で見ると、糖尿病が全ての年度で上位 3 位と

なっており、全体医療費の６％程度を占めている。また、高血圧症も 4%程度

を占めており、内臓脂肪症候群該当者割合などの割合が他の国保組合に比べ高

いことから、生活習慣の改善が急務となっている。 

また、年齢階層でみると、酒販国保では、50 歳代と 65 歳以降にボリューム

ゾーンがあり、65 歳以降は年々後期高齢者入りすることで解消されつつある

が、今後は、次のボリュームゾーンである 50 歳代の被保険者の医療費をいか

に伸ばさないかという点が課題となる。 

 

３ 今後取り組むべき課題 

・ 特定健診受診率及び特定保健指導率の向上 

・ 特定保健指導の動機付け支援の強化 

・ 糖尿病予防、特に重症化予防 

・ がん検診受診率の向上 

・ 後発医薬品の利用率向上や多剤投与など薬の適正使用の周知 
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第５章 データヘルス計画（保健事業全体）の目的・目標 

１ 全体の目的   

「酒販国保 健康寿命伸長プラン」実現のため、被保険者の医療費や疾病の動

向をデータにより把握し、限られた財源の中で、健康寿命の伸長に向けた効果

的な事業運営に努める。 

                                  

目  的 指標・目標 

A 
生活習慣病の予防、後発医薬品の利用促

進等により医療費の適正化を図る 

一人当たり医療費の伸び率を

5％以内に抑える 

B 
糖尿病重症化予防の取り組みにより、新

規人工透析導入者の減少を目指す 

重症化予防対象者数５名以内に

抑える 

C 

健康づくりや生活習慣の改善、疾病予防

対策に取り組む被保険者の意識を変革す

る 

生活習慣の質問票結果を前年比

1項目でも多く府平均を下回る。 

 

２ 全体目的を達成するための小目的   

関連する 

全体目的 
小 目 的 個別保健事業 

A・C 特定健診の受診率を向上させる 

 

特定健診未受診者対策 

A・C 特定保健指導の実施率を向上さ

せる 

特定保健指導未利用者対策 

A 後発医薬品の利用促進を図る 

 

後発医薬品利用促進事業 

B・Ｃ・A 糖尿病診断基準に該当する者の

重症化を予防する 

特定健診 

糖尿病性腎症等重症化予防事業 

健康パンフレットの配布 

C・Ｂ・Ａ 健診結果で必要に応じ、医療機関

につなげることで、早期治療や重

症化を予防する 

特定健診 

がん郵送検診等 

 

C・A 生活習慣を見直すことによりメ

タボを予防する 

特定保健指導 

健康パンフレットの配布 

C・A 健康意識の向上を図る インフルエンザ等予防対策事業 

家庭用常備薬斡旋事業 

医療費通知 
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第６章 第４期特定健康診査等実施計画 

 

１ 目標値 

第 4 期における特定健診及び特定保健指導の実施率について、基本指針を参考

に、下記のとおりの目標とする。 

 

２ 特定健康診査等の対象者数 

(1) 特定健診の対象者数  

 

(2) 特定保健指導の対象者数  

 

 

 

 令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

令和9年度 

（2027年度） 

令和10年度 

（2028年度） 

令和11年度 

（2029年度） 

特定健診 38％ 40％ 42％ 44％ 46％ 48％ 

特定保健指導 45％ 45％ 45％ 45％ 45％ 45％ 

 令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

令和9年度 

（2027年度） 

令和10年度 

（2028年度） 

令和 11 年度 

（2029 年度） 

 

40 ～

64 歳 

対象者

数 
420 410 400 390 380 370 

実施者

数 
145 143 141 139 137 135 

 

65 ～

74 歳 

対象者

数 
190 185 180 175 170 165 

実施者

数 
 85  83  81  79  77  75 

積極的支援 
令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

令和9年度 

（2027年度） 

令和10年度 

（2028年度） 

令和11年度 

（2029年度） 

対象者数 20 20 20 20 20 20 

実施者数  9  9  9  9  9  9 

動機付け 

支援 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

令和9年度 

（2027年度） 

令和10年度 

（2028年度） 

令和11年度 

（2029年度） 

対象者数 20 20 20 20 20 20 

実施者数  9  9  9  9  9  9 

（人） 

（人） 
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３ 実施方法 

(1) 特定健康診査 

① 実施体制 

集合契約を締結した医療機関で実施し、当組合と契約を締結している契

約医療機関で実施する。但し、必要に応じて健診機関等への委託も行う。 

契約医療機関外の医療機関であっても、被保険者のデータの提供により

受診可能とする。 

② 実施項目 

「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」に記載されてい

る健診項目とする。 

【基本的な健診項目】 

標準的な質問票 
自覚症状・他覚症状 
身体計測（身長・体重・腹囲・BMI） 
血圧 
肝機能（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ-ＧＴ（γ－ＧＰＴ）） 
血中脂質検査（空腹時中性脂肪（やむを得ない場合には随時中性脂

肪）・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール又はＮｏ
ｎ-ＨＤＬコレステロール） 

血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ（やむを得ない場合は随時血糖）） 
尿検査（尿糖・尿蛋白） 

【詳細な健診の項目】 
一定の基準のもと、医師が必要と判断した場合に選択的に実施する。 

心電図検査・眼底検査・貧血検査（赤血球数・ヘモグロビン値・ヘマト
クリット値）・血清クレアチニン検査（ｅＧＦＲによる腎機能の評価を
含む） 
※ 人間ドック他各種健康診査を受診した場合は、特定健康診査に代え
て実施したものとする。 

 

(2) 特定保健指導 

① 特定保健指導対象者の抽出 
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② 実施体制 

自組合の保健師による特定保健指導を実施する。 

 

③ 実施内容 

「標準的な健診・保健指導プログラム」第 3 編第 3 章に記載されている

内容とする。 

実施に当たっては、対象者の利便性を考慮し ICT を活用することも検討

する。 

 

４ 周知・案内方法 

(1) 特定健康診査 

世帯主あて対象者の受診券を送付するとともに、啓発リーフレットや広報紙

により実施を周知する。 

 

(2) 特定保健指導 

対象者に特定保健指導利用券を送るとともに、保健師から連絡し、保健指導

を行う。 

また、啓発リーフレットや広報紙により、保健指導の重要性を啓発、周知す

る。 

 

５ データの保管方法や保管体制等 

特定健診及び特定保健指導のデータは、京都府国民健康保険団体連合会に管

理及び保管を委託する。（原則 5 年間保存） 

 

６ 年間スケジュール 

特定健診受診券送付          ４月 

特定健診実施             ５月～翌年 3 月 

特定健診受診勧奨           ５月～翌年 3 月 

特定保健指導実施           ５月～翌年 3 月 

半日人間ドック、生活習慣病健診等実施 ４月～翌年 3 月 
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第７章 今後の取組について（個別保健事業計画）  

1 特定健診受診率の向上   

A) 事業目的 

特定健診未受診者に対する受診勧奨を強め、未受診者の割合を低下させるため、特

定健診等の受診勧奨を進める。 

B) 事業内容 

健診受診（個別・集合検診）の機会提供 

・ 特定健診、半日人間ドック、ミニ人間ドック、生活習慣病共同事業健診、巡回

型健診等脳ドックを推奨 

・ 半日人間ドックは低額での自己負担（Ｒ６ １万円）とし、他は負担なしを実

現 

受診勧奨 

・ 長期間特定健診未受診者に対し、直接に勧奨（郵送・電話）※Ｒ５新規 

・ 疾病予防対策の家庭用常備薬等斡旋事業（Ｒ６新規、後述）において、特定健

診受診者等への補助券の発行等のインセンティブの付与を検討 

 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト
カ
ム 

特定健診受診率 36．8％ 38．0％ 40．0％ 42．0％ 44．0％ 46．0％ 48．0％ 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

人間ドック等受診数 281人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 

直接勧奨（電話） 
181人

(R5) 
170人 170人 160人 160人 150人 150人 

インセンティブ（薬） 新規 300人 300人 300人 300人 300人 300人 

プ
ロ
セ
ス
等 

・人間ドック等についての費用補助事業が、費用対効果の観点から、適切か検証を行う。 

・受診勧奨の効果を検証し、他に代替する方法がないか検討する。 
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２ 特定保健指導率の向上   

A) 事業目的 

特定保健指導対象者（積極的支援及び動機付け支援）に対する利用勧奨を進    

める。 

B) 事業内容 

特定健診受診結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの

高さや年齢、服薬状況に応じて、動機付け支援・積極的支援の対象者に対し、特定保健

指導を実施 

 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト
カ
ム 

特定保健指導終了率 43.2％ 45．0％ 45．0％ 45．0％ 45．0％ 45．0％ 45．0％ 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

対象者への利用勧奨数 63人 70人 70人 70人 70人 70人 70人 

プ
ロ
セ
ス
等 

・他の国保組合と比べ比較的高い終了率を維持できるか。 

・終了率の維持のためには、現在の体制（専任保健師）の継続が重要 
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３ 糖尿病性腎症等の重症化予防   

A) 事業目的 

糖尿病の要医療レベルにある未治療者に受診勧奨を行う。  

B) 事業内容 

京都府等が策定した京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、特定健

診等の受診の結果、糖尿病性腎症のリスクがありながらその後受診していない方や糖

尿病の治療を中断している方に対して、保健師が受診勧奨を行う。 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト
カ
ム 

医療機関受診率 0％ 20％ 20％ 20％ 40％ 40％ 40％ 

HbA1c6.5以上の者割合 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

HbA1c8.0以上の者割合 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

対象者数及び 

対象者への勧奨率 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

５人 

100％ 

プ
ロ
セ
ス
等 

・現在の体制（専任保健師）の継続が重要 
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４ 疾病予防対策（がん健診等） 

A) 事業目的 

疾病予防のため、特定健診及び半日人間ドック等以外でも、がん検診や歯科検診な

どに取り組む。 

B) 事業内容 

・がん郵送検診 

 特定健診を補完して、各種がん等の早期発見・早期治療のため、自宅で検査可

能な郵送検診を３５歳以上 （子宮頸がんは２０歳以上、前立腺がんは５０歳

以上）の被保険者を対象に実施 

・個別歯科健診 

 歯と口腔の疾病予防のため、京都府国民健康保険組合協議会の共同事業として

歯科健診を実施（本人負担あり） 

 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

検査別利用件数 38件 40件 40件 50件 50件 60件 60件 

個別歯科検診実施数 4件 5件 5件 5件 5件 5件 5件 

プ
ロ
セ
ス
等 

・特定健診の補完検査として、忙しいコンビニ勤務の被保険者に浸透できるか。 

・特に、早期治療効果の高い大腸がん検診の啓発が課題 

・受診者数増加のために委託検査業者と連携を図る 

 

 



- 42 - 

 

５ 疾病予防対策（健康づくり等） 

A) 事業目的 

疾病予防のため、特定健診及び半日人間ドック等以外でも、健康づくり等に取り組む。 

B) 事業内容 

・インフルエンザ・肺炎予防対策事業 

      インフルエンザの罹患を予防し、病気の重症化を防ぐため、インフルエンザ予防

接種費用に対する助成等を実施 

     ・個別歯科健診 

      歯と口腔の疾病予防のため、京都府国民健康保険組合協議会の共同事業として

歯科健診を実施（本人負担あり） 

     ・保健指導冊子の配布 

      被保険者の出産者に対して月刊誌「赤ちゃんと！」シリーズを１年間、１歳児

の世帯には、季刊誌「１．２．３歳」を各々配布、また、食生活改善や運動習慣

についての記事を掲載した「健康カレンダー」や疾病予防のためのパンフレット

等を各世帯に配布 

     ・家庭用常備薬の斡旋 

家庭用常備薬の斡旋を行うとともに、特定健診の受診促進のため、特定健診受

診者等への補助券の発行等のインセンティブの付与を検討 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

予防接種率（インフル

エンザ） 
57.2% 60.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％ 

予防接種率（肺炎球菌） 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

保健指導冊子の配布 10人 10人 10人 10人 10人 10人 10人 

家庭用常備薬の斡旋

（インセンティブの付

与）     ※再掲 

新規 250人 250人 250人 250人 250人 250人 

プ
ロ
セ
ス
等 

・予防接種事業については適切な時期に周知を行う 

・新型コロナ等新たな感染症への対応も検討が必要 
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６ 医療費の適正化   

A) 事業目的 

年々高額となる医療費の適正化を図る。  

B) 事業内容 

・レセプト（医療機関からの請求明細書）点検の充実 

      京都府の指導や京都府国保連合会の支援を受け、レセプトの点検等の充実に一層

努め、医療費の適正化を図る。また、柔道整復、あん摩マッサージ、はり・きゅう

等の療養費支給申請書の内容点検、負傷原因調査等を実施し、療養費の適正化を図

る。 

     ・医療費通知の実施 

被保険者の健康意識を深め、健康管理に生かせるよう、隔月１回、医療費の状況

を通知するとともに、高額療養費の支給が見込まれる世帯へのお知らせも行う。 

     ・第三者行為求償の推進 

第三者行為による傷病届の提出促進を図るとともに、レセプト内容等から第三者

行為の発見に努め、京都府国保連合会の支援を受けて第三者への求償を進める。 

     ・ジェネリック（後発）医薬品の利用促進 

ジェネリック医薬品の活用促進のため、啓発チラシや意思表示シールを配布する。

また、ジェネリック医薬品の正しい知識やジェネリック医薬品に切り替えた場合

の自己負担軽減額などを内容とした個別通知を実施し、医療費の適正化を図る。 

     ・重複服薬者に対する指導 

同一月に複数の医療機関から同一薬効の薬剤投与を受けている方に対して、担当

者や保健師が状況確認・指導を行い、適正な服薬を促進する。 

評価項

目 
評価指標 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 目標値 

R4 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

ア
ウ
ト

カ
ム ジェネリック利用率 66．9％ 67.1％ 67.2％ 67.3％ 67.4％ 67.5％ 67.6％ 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

ジェネリック通知回数 ６回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

医療費通知回数 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

プ
ロ
セ
ス
等 

・費用対効果の検証が難しい。 

・通知時期は適切か。 
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第８章 計画の評価・見直し 

 

個別保健事業計画については、毎年度事業評価を行います。計画全体については

計画期間の中間年度（令和 8 年度）に、事業の進捗状況の確認及び中間評価を行い、

評価内容については、理事会にて報告する。 

 

第９章 計画の公表・周知 

  

この計画は、広報紙を通じて周知する。 

 

第 10 章 個人情報の取扱い 

  

「個人情報保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）、「行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号）及

びこれらに基づく「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」(平成 29 年４月１４日厚生労働省）及び酒販国保関係規定を遵守する。 
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